
二
詠
第
二
号
―
一

二
〇
二
〇
（
令
和
二
）
年
四
月
一
日

宗

務

所

長

教
　
区
　
長
様
　
　�

伝
道
部
長
　
中
　
村
　
見
　
自

梅
花
講
講
長

令
和
二
年
度
梅
花
流
宗
務
庁
主
催
講
習
会
（
指
導
者
養
成
・
僧
侶
・
寺
族
講
習
会
）
開
催
通
知

　
令
和
二
年
度
梅
花
流
宗
務
庁
主
催
講
習
会
を
左
記
の
要
項
に
よ
り
開
催
い
た
し
ま
す
。
梅
花
流
を
と
お
し
た
教
化
、
正
し
い
詠
唱
及
び
所

作
習
得
の
好
機
会
で
あ
り
ま
す
の
で
、
万
障
お
繰
り
合
わ
せ
の
う
え
、
参
加
さ
れ
ま
す
よ
う
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
記

一
、
開
催
一
覧
　
　
◎
裏
面
参
照

一
、
携
行
品
　
　
◎
奉
詠
具
一
式
・
筆
記
具
・
保
険
証
・
常
用
薬
・
そ
の
他
各
自
必
要
な
も
の
。（
イ
ス
・
机
等
も
可
）

一
、
服
　
　
装
　
　
◎
絡
子
に
講
員
章
・
教
階
章
を
必
ず
つ
け
る
こ
と
。
僧
侶
は
改
良
衣
、
寺
族
は
梅
花
服
を
着
用
の
こ
と
。

一
、
定
　
　
員
　
　
◎
一
〇
月
七
日
「
検
定
法
・
検
定
基
準
に
つ
い
て
の
講
習
会
」　
一
二
〇
名

　
　
　
　
　
　
　
　
◎
第
一
～
三
回
講
習
会
　
各
一
〇
〇
名

　
　
　
　
　
　
　
　
◎
第
五
回
・
第
六
回
・
第
七
回
・
第
九
回
講
習
会
　
各
八
〇
名

一
、
申
込
方
法
　
　�

◎�

本
誌
綴
じ
込
み
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を
明
記
し
、
返
信
用
封
筒
（
宛
先
明
記
・
切
手
不
要
）
を
同
封
し
て
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
入
金
確
認
後
、
申
込
書
を
コ
ピ
ー
し
返
信
用
封
筒
に
て
送
付
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
◎�

一
〇
月
七
日
の
「
検
定
法
・
検
定
基
準
に
つ
い
て
の
講
習
会
」
の
み
受
講
さ
れ
る
方
は
、
受
講
料
が
無
料
の
た
め
入
金

は
不
要
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
◎�

受
講
料
は
本
誌
綴
じ
込
み
の
郵
便
振
替
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
申
し
込
み
と
同
時
に
払
い
込
み
く
だ
さ
い
。
尚
、
払

込
取
扱
票
の
控
え
を
も
っ
て
領
収
証
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
◎
当
日
会
場
で
の
申
し
込
み
は
一
切
受
け
付
け
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
◎
受
講
者
一
名
に
つ
き
申
込
書
一
枚
で
お
願
い
し
ま
す
。
複
数
枚
必
要
な
際
は
、
コ
ピ
ー
し
て
お
使
い
く
だ
さ
い
。

一
、
申
込
先
　
　
〒
105-�

8544
　
東
京
都
港
区
芝
二
―
五
―
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
曹
洞
宗
宗
務
庁
伝
道
部
詠
道
課
「
梅
花
流
宗
務
庁
主
催
講
習
会
」
係
宛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
話
〇
三
―
三
四
五
四
―
五
四
一
六

一
、
振
込
先
　
　
◎
郵
便
振
替
０
０
１
０
０
―
４
―
１
８
２
０
２
「
曹
洞
宗
宗
務
庁
財
政
部
」

一
、
締
め
切
り
　
　
◎
講
習
会
開
催
の
一
カ
月
前
ま
で
と
し
ま
す
。
但
し
、
定
員
に
達
し
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

一
、
そ
の
他
　
　
◎
会
場
に
て
イ
ス
・
机
の
準
備
は
あ
り
ま
す
が
、
数
に
限
り
が
あ
る
こ
と
を
ご
了
承
願
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
◎�

欠
席
や
遅
刻
の
場
合
は
、
必
ず
伝
道
部
詠
道
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
尚
、
欠
席
の
場
合
の
受
講
料
の
返
金

は
、
事
務
処
理
の
関
係
上
講
習
会
開
催
一
週
間
前
ま
で
に
ご
連
絡
を
い
た
だ
い
た
方
を
対
象
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。


